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学習者用端末の取り扱いについて 

 

 保護者のみなさまには、平素より本校の教育にご理解とご協力をいただきありが

とうございます。 

 さて、本校では、生徒が授業等で学習者用端末を活用するだけでなく、家庭に持

ち帰り、学習等を行っております。持ち帰りの際に、タブレットケースも貸し出し

ております。今後も、学校とご家庭の両方で学習者用端末を活用することを予定し

ておりますので、登校の際は持参していただき、下校の際は持ち帰ります。なお、

タブレットケースも使用していただきます。 

 学習者用端末の充電ですが、ご家庭で充電をしていただき、充電された状態で持

ってくるようお願いいたします。なお、充電に必要な費用についてはご家庭で負担

していただかなければなりません。ご協力よろしくお願いします。 

 重ねての連絡になりますが、端末や付属品が故障した場合には、すみやかに学校

までご連絡ください。なお、故意的な行為や不適切な取扱いによる破損・紛失につ

いては、ご家庭に負担していただく場合があります。 


